
１．学校教育法の改正

＜副学長の職務について＞第９２条第４項関係

・副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどることとする

＜教授会の役割について＞第９３条関係

・教授会は、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べることとする

・教授会は、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学部長等の求めに応じ、意見を述べ
ることができることとする

２．国立大学法人法の改正

＜学長選考の基準・結果等の公表について＞第１２条関係

・学長選考会議は学長選考の基準を定めることとする

・国立大学法人は、学長選考の基準、学長選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、遅滞なく公表しなければならないこととする

＜経営協議会＞第２０条第３項、第２７条第３項関係

・国立大学法人等の経営協議会の委員の過半数を学外委員とする

＜教育研究評議会＞第２１条第３項関係

・国立大学法人の教育研究評議会について、教育研究に関する校務をつかさどる副学長を評議員とする

＜その他＞附則関係

・新法の施行の状況、国立大学法人を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び
運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる
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図２－６学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について（概要）

趣 旨

概 要

施行期日

平成２７年４月１日

大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規定を
見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずる。

出典：文部科学省作成



・独立行政法人との間で２件
・国立大学法人との間で１件
・大学共同利用機関法人との間で１件
・海外の大学との間で３件
・私立大学との間で１件 （合計８件）

本学の卓越した教授が、本学教授の身分の他に他機関の身分を併せ有して教
育研究活動を行うことにより、双方の機関の教育研究基盤が一層強化されると
ともに、世界最高水準の教育研究を維持及び発展させることかつ若手研究者の
ポストの確保が目的

目 的

・部局長は部局教授会の了解を得て役員会に申請。役員会は当該教授の教育
研究の実績を踏まえ、上記目的に合致する場合に承認
・機関同士で勤務割合（エフォート）等を定めた協定書を締結
・クロス・アポイントメント制度を適用する教授の身分は承継教授と同様

・エフォートに応じた給与を支給し、人件費差額分は若手研究者のポストの確保
に充当

概 要

実 績

その分野の世界的リーダーである研究者の多くを東京大学が占有するのではなく、このよう
な余人を持って代え難い有為な人物に活躍の場を与えることが日本全体にとって有益であ
るという視点
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図２－７／クロス・アポイントメント制度について（東京大学の事例）

出典：科学技術・学術審議会 人材委員会資料




